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堺市の現状と課題  第１章 第１節 

◇◇１－３．都市づくりの課題◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

 

市の現状 

（人口動向等） 
・人口は、市全体で微増傾向、泉北ニュータウン

のある南区、旧市街地のある堺区では減少傾
向、北区で増加傾向であり最多 

・年齢構成は高齢化が進行し、年少人口及び生産
年齢人口が減少 

・世帯構成は全市で１人世帯が最も多く、次いで
２人世帯が多く、小規模な世帯の比率が高い。

また、高齢者の単独世帯が増加 
・昼間人口が夜間人口を下回る 
・ＤＩＤ内の人口密度は近畿の政令指定都市のな
かでは低い 

（産業活動） 

・商業施設の面積当たりの売上効率を示す販売力
指数が、大阪府水準に比べて低い 

・堺東駅周辺地域の小売商業は、商店数、売場面
積、従業者数、年間販売額ともに減少傾向 

・駅前商業施設や商店街の衰退は「問題である」
という意見が多い 

・他市町村への通勤が減少しており、職住近接の
傾向がみられる 

・郊外への大規模店舗の出店や大阪市への消費流
出が続くなど、地域の商店街は厳しい経営環境
となっている 

・自由目的での来訪者は、大阪市からの割合が高

い 
・製造業の事業所数の割合が他の政令指定都市と
比較して高い 

・製造業の従業者数・製造品出荷額は減少傾向で
あったが、平成１７年以降は増加し、平成２１
年は再び減少 

・一般市街地や商業業務地は増加し、工業地は平
成１８年に一旦減少したものの、再び増加 

・観光客数・宿泊客数は増加傾向にあり、主な観
光地への来訪者は大阪府内（特に堺市内）から
の近距離客、宿泊者はビジネス目的での遠距離
客が最も多い 

（住宅、交通、都市施設） 
・住宅ストックは着実に増加しており、あわせて
空き家数も増加 

・全市では、一戸建て住宅と共同住宅の割合がそ
れぞれ約半々であり、中区・東区・美原区では
一戸建て住宅の割合が高く、１住宅あたりの延

べ床面積が大阪府平均を上回る 

社会経済情勢の変化、堺市マスタープランの都市空間形成の基本視点を踏まえ、市の現状から

都市づくりの課題を導き出し、整理しています。 

 

都市づくりの課題 

●活力に関する課題 
 

○商業・業務地としての拠点性 
の向上 

 
○堺東駅周辺地域における商業
の活性化 
 
○世界との玄関口である関西国
際空港・高速道路など広域交
通の高い利便性の活用 

 
○魅力ある都心の再生や都市拠 
点の形成 

 
○従業員数・製造品出荷額の増
加傾向を維持・向上させる、
製造業の操業環境の確保 

 
○産業構造の変化による土地利
用転換への対応 

 
○国内外からの観光やビジネス
などの交流人口の獲得 

 

●居住魅力に関する課題 
 

○人口の減少が進む旧市街地や
ニュータウンにおける、コミ
ュニティの維持や既存ストッ
クの活用 

 
○ファミリー層を中心とした人

口流出の抑制と高齢者等が暮
らしやすい安全安心の居住環
境づくり 

 
○移動しやすい公共交通基盤の
確保 
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第１章 第１節  堺市の現状と課題 

市の現状 

・市内の地域間流動では中心部との結びつきが弱
い 

・路線バス網の中心である南海バスの利用者は減
少傾向 

・ＪＲ阪和線、南海本線、南海高野線の乗車人員
は横ばいから微増し、平成２１年度には再び減
少、阪堺線は減少傾向にあったが、平成２２年
度からは増加傾向 

・都市計画道路の整備水準は、政令指定都市平均
を上回る 

（環境） 
・自動車保有台数の伸びは大阪府で減少している
一方、市では横ばい 

・市内の温室効果ガス排出量は、運輸部門からが

１４%で、産業部門の５８%に次ぎ高い割合（２
００８年度データ） 

・土地利用では、農地・山林ともに減少傾向であ
り、特に農地の減少が顕著 

・都市公園の整備水準は、政令指定都市平均を下
回る 

・下水道人口普及等は、政令指定都市平均を上回
る 

・住居系用途の占める割合が高いなか、堺区・西
区では工業系との用途混在がみられる 

（防災・防犯） 
・新耐震設計基準以前の建物が多く存在する 
・阪神・淡路大震災や東日本大震災の発生などに
より、安心・安全なまちづくりに対する関心が
高まっている（社会経済情勢の変化より） 

 

 

 

 

＊この頁全面訂正・構成変更 
黒字で表記しています 

●環境共生に関する課題 

 
○地球規模で深刻化する環境問
題へ対応した低炭素都市づく
り 

 
○持続可能な低炭素都市づくり 

 
○自然環境や歴史・文化資源
等、多様な地域資源の保全と
活用 

 
○産業系土地利用と住居系土地

利用の共存 

 

●安全・安心に関する課題 
 
○市街地や都市施設の耐震化・

不燃化の促進 
 
○浸水・地震・津波など災害に
対する市民意識の高まりへの
対応 

 

○犯罪の起こりにくい地域社会 
の構築 

 

都市づくりの課題 
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都市づくりの目標  第１章 第２節 

  第２節        都市づくりの目標 

◇◇２－１．これからの都市づくり◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇２－２．都市づくりの目標設定の流れ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

 

 

○都市の拠点性を高める 

○民間投資を促進するとともに競争

力の高い産業をはぐくむ 

○広域交通アクセス性、市内の移

動・周遊性を高める 

○住みたくなる・住み続けたくなる居

住魅力を創出する 

○多様な世代が交流し、地域で支え

合う環境をつくる 

 

○自然空間や農地を保全・活用す

る 

○環境への負荷を軽減する 

○自助・共助・公助で災害に強い都

市をつくる 

○犯罪や交通事故が起こりにくい、

誰もが安心して暮らすことのでき

る都市をつくる 

都市づくりの目標設定は、次のような流れで行いました。「都市づくりの基本姿勢」「めざすべき都

市像」「都市づくりの目標」「分野別の方針」で構成されています。 

 

 

 

 

社会経済情勢の 

変化 

堺市の特性 

上位計画の方針 

 

堺市の現況～ 

都市づくりの課題 

都市づくりの基本姿勢 

■歴史・文化を活かし、持続可能な、自治都市を支える協働の都市づくり 

○輝かしい歴史・豊かな文化を活かし、世界に誇れるまちの活力や魅力を生みだす 

○拠点を中心とした都市づくりを継承しつつ、持続可能な低炭素都市づくりを 

進める 

○自由と自治の伝統を活かし、公民協働による市民自治を進める 

活力あふれる都市 

賑わいと交流、産業活動を 

支える都市づくり 

居住魅力のある都市 

やすらぎと歴史・文化が 

感じられる都市づくり 

環境と共生する都市 

自然と調和し、環境にやさしい 

低炭素都市づくり 

安全で安心して暮らせる
都市 

災害に強く犯罪等が 
起こりにくい、誰もが安心して 

暮らせる都市づくり 

 
活力 

に関する 
課題 

 
居住魅力 
に関する 
課題 

 
環境共生 
に関する 
課題 

 
安全･安心
に関する 
課題 

本市は、古代から中世、近世に至る豊かな歴史・文化資源を有する都市です。また、近代以降の計

画的な土地利用、都市基盤整備による市街地の形成や鉄道網・道路網による都市軸で拠点相互や周辺

都市を結ぶ多軸多核型都市構造の形成により、拠点が相互に機能を分担、補完する一体性のある都市

を形成しています。 

これからの都市づくりにあたっては、これらこれまで守りはぐくまれてきた歴史・文化資源や拠点

を中心に蓄積された良好な都市ストックを有効に活用しながら、社会経済情勢の変化や市がめざすま

ちづくり、都市づくりの課題に対応した持続可能な都市づくりを、市民、企業、行政等の多様な主体

による協働と連携のもとに進めていきます。 

 

めざすべき都市像 都市づくりの目標 

土
地
利
用
・
都
市
空
間
の
方
針 

道

路

・

交

通

の

方

針

 

都

市

環

境

の

方

針 

都

市

景

観

の

方

針 

都

市

防

災

の

方

針 

分野別の方針 
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第１章 第２節  都市づくりの目標 

◇◇２－３．都市づくりの基本姿勢◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■歴史・文化を活かし、持続可能な、自治都市を支える協働の都市づくり 

～輝かしい歴史・豊かな文化を活かし、世界に誇れるまちの活力や魅力を生みだす～ 

本市には、古墳群、環濠都市当時の町割や町家、神社・仏閣など輝かしい歴史を思い起こさせ

る資源や空間が、市民生活の身近な場に存在しています。そして、そのような場では、当時の生

活文化や伝統の技などが現在に受け継がれています。 

本市の都市づくりを進めるにあたっては、地域の誇りとして歴史・文化資源を守り、活用する

ことによって、国内外の多くの人々にとって訪れたい、また住民にとって暮らし続けたいという

地域ひいては都市の魅力へと高めていくことが重要です。 

そのために、世界文化遺産登録をめざしている百舌鳥古墳群をはじめとした歴史・文化資源の

有する価値を市民一人ひとりが再認識し、それぞれの魅力や歴史がもっと身近に感じられる都市

づくりを進めます。 

 

～拠点を中心とした都市づくりを継承しつつ、持続可能な低炭素都市づくりを進める～ 

本市では、これまで都市の核となる拠点を中心とした多核構造型の都市整備や都市機能の集積

など、都市の再生を進めてきています。 

都市が拡大する社会から成熟した社会に移行するなか、人口減少・少子高齢社会の到来、地球

環境問題、経済のグローバル化による産業構造の変化、安全・安心なまちづくりに対する関心の

高まりなどを背景に、無秩序な市街地の拡大を抑制するとともに、既成市街地の再生がより重要

となってきています。 

そのために、これまでの拠点整備を中心とした集約型の都市づくりをより一層進めるととも

に、蓄積された都市ストックの活用や都市計画の見直しなど、選択と集中による都市の再生や、

公共交通を中心とした交通体系への転換により、持続可能な低炭素都市づくりを進めます。 

 

～自由と自治の伝統を活かし、公民協働による市民自治を進める～ 

本市は、古代、中世から現代に至るそれぞれの時代で、常に新たな時代を切り拓き、発展して

きました。 

本市の都市づくりを進めるにあたっては、これまでの先人の「進取の気風」と「自由と自治」

の精神を受け継ぎ、個性、創造性、先進性をもった都市をめざします。 

そのために、市民、企業、ＮＰＯ、大学、行政などのさまざまなまちづくりの主体が、それぞ

れの果たすべき役割を認識し、協働・連携するとともに、それぞれの主体の創意と工夫、活力を

活かし、誰もが住みやすく、人々が集い交流する、都市活力をはぐくむ多彩な活動が展開される

都市づくりを進めます。 
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都市づくりの目標  第１章 第２節 

◇◇２－４．めざすべき都市像と都市づくりの目標◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

（１）活力あふれる都市 ～賑わいと交流、産業活動を支える都市づくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）居住魅力のある都市 ～やすらぎと歴史・文化が感じられる都市づくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市が急速に拡大する「都市化社会」から、既存の都市空間や地域資源をさまざまな活動の場や

材料として活かそうとする、成熟した「都市型社会」へと移行する一方で、少子化、高齢化の進行

をはじめ、人口の減少や環境問題、また、都市活動の中枢であり本市の顔である都心をはじめとす

る市街地の空洞化や、産業構造の変化等による工場跡地の土地利用転換等、都市を取り巻く社会状

況は大きく変化してきています。 

このことから、都心などの拠点の活性化や公共交通ネットワーク等による相互の連携を図るな

ど、拠点を中心とした都市の再生を促進するとともに、世界との玄関口である関西国際空港や高速

道路からの近接性などの広域的なアクセス性を活かし、産業基盤の再生や新たな民間投資の促進と

歴史・文化などの資源を活用した観光・国際交流の促進を図り、魅力と活力ある都市づくりを進め

ます。 

また、このような立地条件を活かし、近畿圏の拠点都市、また、南大阪地域の中心都市として、

圏域全体の発展、さらには国際交流都市も視野に入れた都市づくりを進めます。 

 

【都市づくりの目標】 

都市の拠点性を高める 

民間投資を促進するとともに競争力の高い産業をはぐくむ 

広域交通アクセス性、市内の移動・周遊性を高める 

成熟社会を迎え、高齢者世帯の急増や世帯の小規模化、環境や健康に配慮したライフスタイルな

ど、社会環境の変化を背景に、価値観や住まいに対するニーズが多様化してきています。 

まちに愛着と誇りをもち、住みたくなる、住み続けたくなるまちとするには、生活の基盤である

住宅や住環境の質的な向上を図るとともに、地域の歴史・文化や自然等の資産を活かした個性と多

様性をもった魅力ある住環境づくりが求められています。 

本市は、かつての環濠都市の面影を残す旧市街地や計画的に開発された泉北ニュータウンなど、

特徴ある多様な市街地を有しており、魅力ある住環境づくりにあたっては、これまではぐくんでき

た堺らしい資産、ストックを活用し、居住魅力を一層高めていくことが必要です。 

このことから、良好な住宅や都市基盤などのこれまで蓄積してきた都市ストックや地域資源を有

効に活用した既成市街地の再生を中心に、快適性や文化的魅力など、より住環境の質的な維持・向

上を図るとともに、地域の個性を活かした居住魅力の創出により、誰もが充実した豊かな暮らしを

実感できる都市づくりを進めます。 

 

【都市づくりの目標】 

住みたくなる・住み続けたくなる居住魅力を創出する 

多様な世代が交流し、地域で支え合う環境をつくる 
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第１章 第２節  都市づくりの目標 

（３）環境と共生する都市 ～自然と調和し、環境にやさしい低炭素都市づくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）安全で安心して暮らせる都市 

 ～災害に強く犯罪等が起こりにくい、誰もが安心して暮らせる都市づくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの急速な都市化の進展により、自然環境の減少や自動車依存型の都市活動による環境負

荷の増大など、さまざまな環境問題が生じてきています。 

このことから、里地・里山などの残された緑や農地、海・河川・ため池などの水辺空間をはじ

め、本市が有する貴重な自然環境や歴史・文化資源の保全・活用を図るとともに、市街地における

緑の創出や水辺空間の再生など、次世代へ継承し、自然とふれあい、潤いとやすらぎのある都市づ

くりを進めます。 

また、自動車に過度に依存しない社会へ向け、公共交通を軸とした都市活動への転換を図るとと

もに、拠点が相互に連携した集約型の都市構造の形成とあわせた再生可能・未利用エネルギーの導

入・活用や、資源・エネルギーの消費の抑制やライフスタイルの見直しなどを誘導していくことに

より、環境への負荷の少ない低炭素都市づくりを進めます。 

【都市づくりの目標】 

自然空間や農地を保全・活用する 

環境への負荷を軽減する 

本市では、東南海・南海地震や上町断層帯などの活断層による地震が危惧されており、これらの

大規模地震が発生すると、建物等の倒壊、火災、津波などの被害が想定されます。また、地震以外

にも、集中豪雨発生などの気象現象などにより、土砂災害、浸水等による被害も懸念されます。 

また、自然災害だけでなく、市民が安心して生活を営むためには、犯罪や交通事故など、身近に

起こりうる危険に対して安全性の高い都市を築くことが重要です。さらには、高齢化が進むなか

で、高齢者や障害者をはじめ、誰もが不自由なく日常生活を送ることができるような都市環境を整

えることが必要です。 

このことから、密集市街地等の既成市街地の改善をはじめ、都市の不燃化など、安全性の高い都

市空間の形成を進めていくとともに、「自らの身の安全は自らが守る」、「地区の安全は地区全体で守

る」との考えに立った取組みを進め、市民（自助）・地区（共助）・行政（公助）の役割分担と相互

の連携により、避難体制の確保や迅速な応急活動など、被害を最小にとどめるため、ハード・ソフ

ト両面から減災の視点にたった都市づくりを進めます。 

また、道路や公園などの公共空間における明るさや見通しの確保、ユニバーサルデザインによる

まちづくりなど、犯罪や交通事故の発生を抑制するとともに、誰もが安心して暮らすことのできる

安全な都市づくりを進めます。 

 

【都市づくりの目標】 

自助・共助・公助で災害に強い都市をつくる 

犯罪や交通事故が起こりにくい、誰もが安心して暮らすことのできる都市をつくる 
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    第３節 都市づくりの方針 

◇◇３－１．都市の拠点性を高める◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

（１）都市づくりの方針 

①拠点の特性と都市ストックを活かし、機能を強化する 

・「拠点」は人が集積する場所であり、各拠点において、そこで活動する市民や来訪者のニーズを

満足させることが求められます。その際、都心、都市拠点、地域拠点、駅前拠点の各拠点がそ

れぞれ持つ特性や既存のストックを活かしながら、拠点相互の連携と各拠点に応じた機能の集

積・強化によって、市民や来訪者が賑わい、交流する拠点を形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○都心 

これまで培われてきた歴史・文化や水・緑を活かした個性ある都市空間のもとに、行

政、商業、業務、文化、教育などの都市中枢機能の集積と都心居住の促進を図るととも

に、憩い空間の創出や人にやさしい公共交通ネットワークの整備等により、国内外から

人が集まり、賑わい、交流する都心の形成を図ります。 

○都市拠点 

・臨海都市拠点 

高次の生産機能や物流機能等の集積など世界をリードする産業拠点や広域的な防災活

動の拠点の形成を図るとともに、海辺の特性を活かした集客・商業機能の集積や親水空

間の整備、自然環境、スポーツや健康づくりの場の創出、公共交通によるアクセス性の

向上等により、人、モノ、情報が集まる都市拠点の形成を図ります。 

・中百舌鳥都市拠点 

地下鉄御堂筋線の沿線地域と一体的に、産業、文化、学術などさまざまな分野の交流

機能や商業機能、職住近接型の業務機能等の集積により、人が賑わい、交流する都市拠

点の形成を図ります。 

・美原都市拠点 

行政機能や日常生活圏で必要な機能に加え、都市拠点と南河内地域および奈良県中部

との交流結節拠点としての役割を果たすにふさわしい各種機能の集積を進めます。 

○地域拠点 

地域における市民生活の中心拠点として、日常生活に関連の深い商業・業務・文化・

行政・交流など、必要な諸機能の集積により、日常生活の利便性と地域の賑わいや交流

を創出します。（※拠点としての圏域は、隣接する駅前拠点の圏域を含む） 

・泉北高速鉄道：深井駅周辺・南海高野線：北野田駅周辺・ＪＲ阪和線：鳳駅周辺 

・泉北高速鉄道：泉ヶ丘駅周辺・大阪市営地下鉄御堂筋線：新金岡駅周辺 

○駅前拠点 

市民に密着した生活拠点として、日々の買い物など利便に供する、商業・サービスな

どの諸機能の充実により、日常生活の利便性の向上と賑わいを創出します。（※拠点とし

ての圏域はほぼ当該駅勢圏と同じ） 

・阪堺線を除く、鉄道駅周辺 
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・市民生活や来訪者のための都市機能の立地を拠点周辺へ誘導するとともに、広域的な集客施設

については、公共交通や幹線道路等の既存の都市ストックの状況、周辺の土地利用の状況を勘

案し、市街地の拡散につながらないよう、都市基盤が弱い地域への立地を抑制することによ

り、コンパクトな市街地を形成します。 

・各拠点は本市および各地域の顔となる地区であり、それぞれの特色を活かしたまちなみや都市

景観を創出します。特に都心・都市拠点では、魅力ある商業空間に加え、歴史・文化や伝統、

産業や学術活動の感じられる都市空間を創出し、観光の振興や交流や賑わいを促進します。 

・都心においては、堺東駅周辺地域と堺駅周辺地域を核として、商業・業務機能や行政サービス

機能を集積・強化させるとともに、地域の歴史・文化資源を活かした集客・交流機能の向上に

加え、堺らしい趣きの感じられる都市景観の形成や住環境の維持・向上を図ることにより、国

内外から人が集まり、賑わい、交流できる拠点づくりを進めます。 

・都心のなかでも堺東駅周辺地域においては、商業・業務機能等の都市機能を集積・強化させる

とともに、良好な市街地環境の形成を図ることにより、政令指定都市・堺の玄関口にふさわし

い魅力と風格あるまちづくりを進めます。 

②魅力と賑わいのある都心に再生する 

 

 

 

 

 

 

 

 

③広域的都市機能の立地を適切に誘導する 

 

 

 

 

 

④堺らしさが感じられる都市空間を創出する 
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【拠点の配置】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域構成 主な拠点 

臨海部 大阪湾に面し、工業を主体とする産業集積と貴重な海辺空間を
有する地域。 

臨海都市拠点 

都心・周辺 

市街地 

堺駅から堺東駅にかけて商業・業務・文化等の集積した都心を
中心として、格子状の街区が形成されている旧市街地とその周
辺市街地から構成される地域。 

都心 

近郊市街地 都心・周辺市街地を囲むかたちで、古くからの良好な住宅地や
集落が広がるなか、鉄道、幹線道路を中心として市街地が発展
した地域。 

中百舌鳥都市拠点 

新金岡／鳳／深井 

田園集落地 丘陵地の裾野に広がる農地、河川、ため池などの自然と古くか
らの集落が共存した地域。 

 

郊外市街地 東部の美原都市拠点や北野田を中心とした市街地と田園地帯が
共存する市街地。 

美原都市拠点 
北野田 

丘陵市街地 泉北ニュータウンをはじめとする計画的に整備された市街地と
田園地帯が共存する市街地。 

泉ヶ丘 

南部丘陵地 樹林地、ため池をはじめ豊かな自然環境を持つ丘陵地。市民が
自然や農業にふれ、親しめる場。 
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◇◇３－２．民間投資を促進するとともに競争力の高い産業をはぐくむ◇◇◇◇◇ 

（１）都市づくりの方針 

①産業の立地・集積を促進する 

・本市最大の産業集積地である臨海部においては、世界をリードする競争力と成長力を持った産

業基盤の構築に向け、企業活動の活性化や企業立地の促進を図ります。 

・環境保全と経済成長が両立した産業構造への転換をめざし、臨海部においては大規模な太陽光

発電所（メガソーラー）や環境技術を活かしたプラントなどの集積による低炭素型エネルギー

生産拠点の形成を図ります。 

・臨海都市拠点では、成長産業などへの支援等により、高次の生産機能や物流機能等の集積を促

進し、世界をリードする産業拠点の形成を図ります。 

・美原都市拠点においては、広域交通の要衝としての立地特性を活かした産業の活性化に取り組

みます。 

②内陸部の工場の操業環境を守り、創造性ある産業活動を育てる 

・内陸部の産業集積地では、生活環境や周辺の自然や環境との調和を図りながら、良好な操業環

境を維持するとともに、市場への近接性や雇用の利便性などの都市部の利点を活かした産業の

立地を促進します。 

・都心北部産業集積地に立地する自転車や刃物などの地場・伝統産業をはじめ、国際競争での勝

ち残りをめざして創造性を発揮し、時代とともに変革しようとする企業に対する重点的な支援

により、産業活動の活性化を促進します。 

③交流人口の拡大によるビジター産業を育てる 

・都心の多彩な歴史、産業や文化の蓄積を活かした集客資源の整備、臨海都市拠点では水辺を活

かした個性的で新たな集客資源の創出、各地での個性あふれる集客資源の創出などとともに、

国内外からのビジターの利便性の向上を図り、集客を促進します。 

・暫定一覧表への記載が決定し、世界文化遺産登録をめざしている百舌鳥古墳群の保全と大仙公

園およびその周辺の整備、文化観光拠点の整備を推進し、来訪魅力を高める環境整備を推進し

ます。 

・南部丘陵地では、農地の保全と農地を活かした観光資源としての活用に取り組みます。 

④市民生活に関連する新しい産業を育てる 

・成長力に富んだ産業構造の構築のため、環境関連分野、情報通信技術関連分野、さらには、豊

かな暮らしを支える医療・福祉等の生活・文化関連分野の産業を育成するとともに、各分野で

地域が抱える課題への対策を、市民自身が事業活動として展開していく社会的企業の育成にも

取り組みます。 

・都心や中百舌鳥都市拠点および地下鉄御堂筋線沿線地区を中心に、創造性に富んだ起業家や研

究開発型企業の輩出、新たなビジネスモデルの構築をめざし、インキュベートスペースなどの

産業基盤の整備に加え、市内外の企業間・大学などとの交流・連携を促進します。 
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【重点的な産業立地地区】 

１ 

２ 

２ 

３ ３ 

５ 
６ 

７ 

８ 

９ 

４ 

４ 

４ 

４ 

凡例 

１ 臨海都市拠点 

２ 臨海産業集積地区 

３ 都心北部産業集積地区 

４ 内陸産業集積地区 

５ 都心 

６ 
中百舌鳥都市拠点および 

地下鉄御堂筋線沿線地区 

７ 美原都市拠点 

８ 百舌鳥古墳群 

９ 南部丘陵地 
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◇◇３－３．広域交通アクセス性、市内の移動・周遊性を高める◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

（１）都市づくりの方針 

①広域的な交通アクセス性を向上する 

 

 

 

 

②公共交通のネットワークを強化する 

 

 

 

 

 

 

 ③都市内の移動・周遊ルートを構築する 

 

 

 

 

 

・関西国際空港との近接性を活かすとともに、市外からのアクセス所要時間の短縮など、利便性の

高い高速道路網や幹線道路網等を形成します。また、市内の体系的な道路整備を推進し、都心、

都市拠点等への円滑な交通アクセス性を確保します。 

 

・都市間交通は既存の鉄道網を主軸とし、市内交通は既存の発達した鉄軌道網と、路面公共交通を

効果的に組みあわせて、拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの形成をめざします。 

・各拠点における鉄軌道とバス、さらには自転車との交通結節性を高めるとともに、バスネットワ

ークの充実などにより、各生活圏から駅前拠点、地域拠点、都市拠点、都心への公共交通を軸と

する地域バランスのとれたアクセス性の向上と公共交通の利用を促進します。 

・都心・都市拠点および観光拠点等を相互を結ぶ魅力ある周遊ルートとその移動手段(バス、鉄道、

自転車など)を確保し、来訪者の市内での周遊性・滞在性を高めます。 




